
補助金の交付を受けて整備した高齢者施設等の
財産処分について

〇 財産処分とは
国庫（県費）補助金等の交付を受けて整備した施設・設備等を、交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄することを「財産処分」と言います。
「財産処分」を行うにあたっては、補助金を交付した者（国庫補助金であれば厚生労働大臣（又は

関東信越厚生局長）、県単独補助金であれば新潟県知事）の事前承認が必要です。事前に承認を得ず
に財産処分を行った場合は、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金等の返還が必要
となる場合があります。

〇 財産処分の種類
・転 用：補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
・譲 渡：補助対象財産の所有者の変更。
・交 換：補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による

引き取りは、交換ではなく廃棄に当たる。
・貸 付：補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。
・取壊し：補助対象財産（施設）の使用を止め、取り壊すこと。
・廃 棄：補助対象財産（設備）の使用を止め、廃棄処分をすること。

【よくある事例】
・補助施設の一部を併設の事業所の用途に使用（転用）
・補助施設を他の社会福祉法人へ無償譲渡し、事業継続

【手続きが不要なもの】
補助を受けた当初の用途（目的）と変わらない場合は手続き不要です！
例）特養の会議室を特養の談話室として使用する場合

→引き続き特養の用途として使用するため、財産処分の手続きは不要

〇 財産処分承認基準
国庫補助にかかる財産処分の承認基準は「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分につい

て（平成20 年4月17 日付老発第0417001号厚生労働省老健局長通知）」により定められている
ところです。

県費補助の場合も、国庫補助の承認基準に準じた取扱いを行っています。
社会保険診療報酬支払基金等の財産処分については、別途ご相談ください。

※承認基準や処分制限期間については、県のホームページにも掲載しています。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/1344978132711.html

【お問い合わせ先】 新潟県福祉保健部高齢福祉保健課介護サービス係 電話：025-280-5193（直通）
FAX：025-280-5229     E-mail：ngt040230@pref.niigata.lg.jp 

〇 手続きについて
交付を受けた補助金の種類や財産処分の内容により手続きが異なります。財産処分の予定がある場

合は、補助金返還の要否等を含めた手続きの確認のため、事前相談を行うようお願いします。また、
申請を行う場合は、処分を予定する日の概ね２カ月前までに申請を行ってください。

財産処分承認申請等にあたっては、次の書類が必要になりますので、一カ所にまとめる等し、適切
に保管・管理してください。

・対象施設の図面（補助対象部分、面積を明記したもの）及び写真
・補助金交付決定通知書及び額の確定通知書の写し
・その他参考となる資料

建物構造・総事業費が分かる資料（補助金実績報告書の写し等） など

承認された財産処分は、処分完了後1カ月以内に財産処分が完了したことが確認できる書類（写真、
契約書等）を添えて、完了報告書を提出する必要があります。

※補助金を交付した者が市町村長である場合は、市町村の担当課に相談してください。


